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○
経
済
産
業
省
告
示
第
四
十
七
号

労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
六
条
及
び
第
百
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
鉱
業
労

働
災
害
防
止
計
画
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
同
法
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
六
日

経
済
産
業
大
臣

甘
利

明

第
十
一
次
鉱
業
労
働
災
害
防
止
計
画

鉱
山
保
安
は
、
人
命
尊
重
を
基
本
理
念
と
し
、
鉱
山
災
害
の
根
絶
を
図
る
こ
と
を
そ
の
最
終
目
標
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
鉱

山
災
害
の
防
止
に
関
し
て
は
、
昭
和
二
十
四
年
の
鉱
山
保
安
法
施
行
以
来
、
各
般
に
わ
た
る
保
安
確
保
対
策
を
積
極
的
に
推
進

し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
関
係
者
の
努
力
と
あ
い
ま
っ
て
、
災
害
の
発
生
件
数
、
災
害
率
と
も
に
中
長
期
的
に
は
減
少
し
て

き
た
。

し
か
し
、
平
成
に
な
っ
て
か
ら
は
、
鉱
山
災
害
が
下
げ
止
ま
り
傾
向
と
な
っ
て
き
て
い
る
中
で
、
平
成
十
七
年
四
月
、
鉱
業

権
者
（
租
鉱
権
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
自
ら
が
鉱
山
の
保
安
上
の
危
険
を
把
握
し
、
そ
れ
に
対
応
す
る
保
安
措
置
を
講
じ

る
と
と
も
に
、
随
時
そ
の
見
直
し
を
行
う
、
い
わ
ゆ
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
導
入
等
を
柱
と
す
る
改
正
鉱
山
保
安
法
を
施
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行
し
た
。

現
在
、
各
鉱
山
に
お
い
て
は
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
へ
の
取
組
が
な
さ
れ
、
国
、
鉱
業
労
働
災
害
防
止
協
会
、
鉱
業
関
係

団
体
に
お
い
て
は
、
新
制
度
の
円
滑
な
導
入
・
定
着
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
研
修
や
災
害
事
例
の
水
平
展

開
等
が
活
発
に
実
施
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
自
主
保
安
の
徹
底
、
保
安
意
識
の
高
揚
等
に
よ
り
、
鉱
山
災
害
の
未
然
防

止
に
つ
な
が
っ
て
い
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

近
年
の
鉱
山
災
害
を
分
析
す
る
と
、
事
由
別
で
は
、
「
運
搬
装
置
の
た
め
」
、
「
墜
落
」
、
「
取
扱
中
の
器
材
鉱
物
等
の
た

め
」
、
「
転
倒
」
と
い
う
四
つ
の
事
由
が
全
災
害
の
四
分
の
三
を
占
め
て
い
る
。
作
業
別
で
は
、
全
災
害
の
四
分
の
三
が
単
独

作
業
時
、
ま
た
、
三
分
の
一
が
保
全
・
清
掃
の
作
業
時
に
お
い
て
発
生
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
災
害
の
状
況
を
踏
ま
え
、
災
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
へ
の
取
組
を
引
き
続
き
推

進
し
、
災
害
防
止
に
お
い
て
、
鉱
業
が
他
の
産
業
の
模
範
と
な
る
べ
く
、
関
係
者
の
努
力
を
継
続
・
強
化
す
る
と
と
も
に
、
一

歩
誤
れ
ば
重
大
災
害
等
に
直
結
す
る
露
天
掘
採
場
の
残
壁
や
坑
内
構
造
、
粉
じ
ん
防
止
対
策
を
含
む
作
業
環
境
の
整
備
等
の
基

盤
的
な
保
安
対
策
に
い
さ
さ
か
も
緩
み
が
生
ず
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
こ
こ
に
鉱
業
労
働
災
害
防
止
の
た
め
の
主
要
な
対
策
に

関
す
る
事
項
を
示
す
も
の
と
す
る
。
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１

計
画
の
期
間

こ
の
計
画
は
、
平
成
二
十
年
度
を
初
年
度
と
し
、
平
成
二
十
四
年
度
を
目
標
年
度
と
す
る
五
か
年
間
の
計
画
と
す
る
。
た

だ
し
、
こ
の
計
画
期
間
中
に
特
別
の
事
情
が
生
じ
た
場
合
は
、
必
要
に
応
じ
計
画
の
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２

計
画
の
目
標

鉱
山
災
害
を
撲
滅
さ
せ
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
。

３

鉱
山
災
害
防
止
の
た
め
の
主
要
な
対
策
事
項

鉱
山
災
害
の
根
絶
と
い
う
最
終
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
人
命
尊
重
を
基
本
理
念
と
し
、
保
安
の
確
保
を
す
べ
て
に

優
先
さ
せ
る
考
え
方
を
、
鉱
業
権
者
、
保
安
統
括
者
等
保
安
管
理
体
制
を
構
成
す
る
者
を
含
む
全
鉱
山
労
働
者
、
国
等
鉱
業

に
関
係
す
る
す
べ
て
の
者
が
共
に
保
持
し
、
一
丸
と
な
っ
て
保
安
の
確
保
に
努
力
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。

ま
た
、
よ
り
高
い
次
元
で
の
保
安
を
確
保
し
鉱
山
災
害
を
撲
滅
さ
せ
る
た
め
に
は
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の

構
築
が
重
要
で
あ
り
、
そ
の
保
安
活
動
に
は
鉱
業
権
者
、
保
安
統
括
者
等
ト
ッ
プ
の
強
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
と
も
に
鉱
山

労
働
者
の
よ
り
一
層
の
関
与
が
不
可
欠
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
基
づ
き
、
保
安
意
識
の
高
揚
及
び
そ
の
不
断
の
維
持
並
び
に
長
期
的
観
点
に
立
っ
た
保
安
確
保
対
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策
の
推
進
を
図
る
た
め
、
以
下
の
諸
対
策
を
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
鉱
業
権
者
は
、
本
計
画
に
定
め
る
主
要
な
対
策
に
関
す
る
事
項
に
即
し
、
鉱
山
別
の
具
体
的
展
開
と
し
て
、
毎
年

度
、
総
合
的
な
施
設
の
改
善
計
画
、
労
務
計
画
等
を
含
む
保
安
計
画
を
作
成
し
、
そ
の
厳
格
な
実
行
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

一

自
主
保
安
の
徹
底

鉱
業
権
者
は
、
自
ら
が
鉱
山
に
お
け
る
保
安
の
確
保
を
図
る
責
務
を
有
す
る
と
の
自
覚
の
下
に
、
ま
た
、
鉱
山
労
働
者

は
、
自
ら
も
保
安
の
確
保
の
一
翼
を
担
う
も
の
で
あ
る
と
の
自
覚
の
下
に
、
次
の
点
に
そ
れ
ぞ
れ
留
意
し
、
自
主
保
安
の

徹
底
を
図
る
も
の
と
す
る
。

イ

鉱
業
権
者

鉱
業
権
者
は
、
保
安
の
最
高
責
任
者
と
し
て
の
自
覚
を
も
っ
て
、
保
安
管
理
体
制
の
充
実
、
特
に
職
務
範
囲
、
指
揮

命
令
系
統
の
明
確
化
及
び
鉱
山
労
働
者
個
々
の
知
識
、
技
能
等
を
踏
ま
え
た
人
員
の
配
置
を
図
る
こ
と
。

ま
た
、
鉱
山
の
現
況
調
査
、
規
模
、
操
業
状
況
等
を
考
慮
し
、
鉱
山
災
害
の
未
然
防
止
の
た
め
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
（
目

標
）
を
定
め
、
危
険
予
知
活
動
、
ヒ
ヤ
リ
ハ
ッ
ト
報
告
活
動
等
を
活
用
し
た
各
鉱
山
の
実
情
に
即
し
た
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
よ
る
新
た
な
自
主
保
安
体
制
の
確
立
を
図
る
こ
と
。
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ロ

保
安
管
理
体
制
を
構
成
す
る
者

保
安
統
括
者
、
保
安
管
理
者
及
び
作
業
監
督
者
等
の
保
安
管
理
体
制
を
構
成
す
る
者
は
、
鉱
山
に
お
け
る
保
安
管
理

体
制
の
中
核
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
責
任
と
権
限
に
基
づ
き
、
常
に
現
場
の
保
安
状
況
を
把
握
し
、
そ
の
職
責
の
十
分

な
遂
行
に
努
め
る
こ
と
。

ハ

鉱
山
労
働
者

鉱
山
労
働
者
は
、
鉱
山
保
安
法
等
の
法
令
の
遵
守
に
と
ど
ま
ら
ず
、
積
極
的
に
保
安
活
動
に
参
画
し
、
自
ら
の
知
見

や
ノ
ウ
ハ
ウ
、
経
験
を
保
安
規
程
及
び
作
業
手
順
の
作
成
等
に
反
映
す
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
。

二

保
安
意
識
の
高
揚

保
安
の
確
保
は
、
保
安
管
理
体
制
及
び
保
安
施
設
の
整
備
の
み
な
ら
ず
、
実
際
に
作
業
に
従
事
す
る
鉱
山
労
働
者
が
、

保
安
意
識
を
も
っ
て
不
安
全
な
状
態
及
び
不
安
全
な
行
動
の
発
見
、
排
除
に
努
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

鉱
業
権
者
は
、
次
の
点
に
留
意
し
、
新
た
な
自
主
保
安
体
制
の
確
立
、
鉱
山
労
働
者
の
保
安
意
識
の
高
揚
、
保
安
に
関

す
る
知
識
、
技
能
の
向
上
を
図
る
も
の
と
す
る
。

イ

保
安
活
動
の
積
極
的
な
実
施
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鉱
業
権
者
は
、
鉱
山
労
働
者
の
保
安
意
識
を
高
揚
さ
せ
る
た
め
、
各
鉱
山
の
実
情
に
即
し
た
保
安
を
推
進
す
る
た
め

の
活
動
を
積
極
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

ロ

保
安
教
育
の
計
画
的
な
実
施

鉱
業
権
者
は
、
鉱
山
労
働
者
の
資
質
を
一
層
向
上
さ
せ
る
た
め
、
そ
の
職
務
の
種
類
、
年
齢
等
に
応
じ
た
保
安
教
育

を
計
画
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

ま
た
、
作
業
監
督
者
に
選
任
す
る
た
め
の
資
格
に
つ
い
て
は
、
計
画
的
に
そ
の
取
得
に
努
め
る
こ
と
。

ハ

有
効
な
退
避
訓
練
等
の
実
施

鉱
業
権
者
は
、
災
害
発
生
時
の
被
害
を
最
小
限
に
と
ど
め
る
た
め
、
有
効
な
退
避
訓
練
、
救
護
訓
練
の
実
施
に
努
め

る
こ
と
。

三

露
天
掘
採
場
の
残
壁
対
策

鉱
業
権
者
は
、
石
灰
石
鉱
山
等
の
露
天
掘
採
場
に
お
け
る
長
大
残
壁
に
つ
い
て
計
画
的
な
地
質
調
査
、
安
定
解
析
及
び

計
測
管
理
等
に
努
め
、
適
切
な
採
掘
切
羽
を
設
定
す
る
と
と
も
に
、
残
壁
の
安
定
化
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
鉱
山
災
害
の

防
止
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。



- 7 -

四

坑
内
構
造
の
整
備

各
鉱
山
の
坑
内
構
造
を
そ
の
自
然
条
件
に
対
応
し
た
合
理
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
は
、
保
安
の
確
保
、
特
に
重
大
災
害

の
防
止
上
不
可
欠
の
要
件
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
鉱
業
権
者
は
、
各
鉱
山
の
坑
内
構
造
の
整
備
に
努
め
る
と
と
も
に
、

災
害
発
生
時
の
被
害
を
最
小
限
に
と
ど
め
る
た
め
、
所
要
の
保
安
施
設
の
整
備
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

五

作
業
環
境
の
整
備

イ

作
業
環
境
の
整
備

鉱
業
権
者
は
、
粉
じ
ん
防
止
、
坑
内
に
お
け
る
デ
ィ
ー
ゼ
ル
排
出
ガ
ス
の
有
害
成
分
の
排
出
抑
制
、
坑
内
温
度
調
節
、

坑
内
照
明
の
改
善
等
作
業
環
境
の
整
備
に
積
極
的
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

特
に
、
粉
じ
ん
防
止
対
策
に
つ
い
て
は
、
粉
じ
ん
濃
度
測
定
及
び
評
価
の
着
実
な
実
施
等
に
よ
り
坑
内
外
を
通
じ
た

作
業
環
境
改
善
対
策
の
一
層
の
推
進
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
鉱
山
労
働
者
の
呼
吸
負
担
も
考
慮
し
た
電
動
フ

ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
等
有
効
な
保
護
具
の
着
用
を
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。

ロ

作
業
場
の
整
備

鉱
業
権
者
は
、
選
鉱
場
、
製
錬
場
等
の
作
業
場
に
お
け
る
「
運
搬
装
置
の
た
め
」
、
「
墜
落
」
、
「
取
扱
中
の
器
材
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鉱
物
等
の
た
め
」
、
「
転
倒
」
等
に
よ
る
災
害
を
防
止
す
る
た
め
、
機
械
・
装
置
の
保
安
設
備
、
通
路
等
の
整
備
に
努

め
る
も
の
と
す
る
。

六

保
安
技
術
対
策
の
推
進

掘
採
条
件
の
悪
化
、
生
産
技
術
の
進
歩
等
に
対
応
し
て
保
安
技
術
を
不
断
に
向
上
さ
せ
、
か
つ
、
そ
の
成
果
を
実
地
に

適
用
す
る
こ
と
は
、
保
安
確
保
上
不
可
欠
の
要
件
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
産
学
官
が
連
携
を
図
り
、
保
安
技
術
の
向
上
に

努
め
、
ま
た
、
鉱
山
保
安
協
議
会
等
を
活
用
し
保
安
技
術
対
策
を
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。

七

外
国
人
研
修
生
に
対
す
る
配
慮

産
炭
国
石
炭
産
業
高
度
化
事
業
を
実
施
す
る
石
炭
鉱
山
に
お
い
て
は
、
外
国
人
研
修
生
に
配
慮
し
た
災
害
防
止
対
策
を

図
る
も
の
と
す
る
。

八

単
独
作
業
及
び
非
定
常
作
業
に
対
す
る
保
安
管
理

鉱
業
権
者
は
、
請
負
作
業
者
を
含
め
、
単
独
作
業
及
び
修
理
等
の
非
定
常
作
業
に
携
わ
る
者
の
災
害
を
防
止
す
る
た
め
、

鉱
山
全
体
で
の
保
安
管
理
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

九

国
に
お
け
る
保
安
確
保
の
取
り
組
み
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国
は
、
鉱
山
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
実
施
状
況
及
び
そ
の
有
効
性
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
各
鉱
山
の
実

情
に
即
し
た
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
支
援
す
る
た
め
、
鉱
山
労
働
者
等
を
対
象
と
し
た
各
種
研
修
及

び
災
害
情
報
の
水
平
展
開
等
の
充
実
に
取
り
組
む
も
の
と
す
る
。

十

鉱
業
労
働
災
害
防
止
協
会
及
び
鉱
業
関
係
団
体
の
活
動
の
充
実

鉱
業
労
働
災
害
防
止
協
会
は
、
民
間
に
お
け
る
自
主
保
安
体
制
強
化
の
活
動
の
中
核
機
関
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第１０次鉱業労働災害防止計画（平成１５年度～１９年度） 第１１次鉱業労働災害防止計画
 　鉱山保安は、人命尊重を基本理念とし、鉱山災害の根絶を図ることをその最終目標とするものである。
   鉱山災害の防止に関しては、昭和二十四年の鉱山保安法施行以来、各般にわたる保安確保対策を積極的に推進して
きたところであり、関係者の努力と相まって鉱山災害は発生件数、災害率（稼働延百万人当たり災害率をいう。以下同
じ。）ともに中長期的には減少している。
 　しかしながら、近年における鉱山災害は横ばい傾向となってきており、その発生状況のほとんどが、機械器具等の誤
動作、転倒、墜落等である。
   一方、鉱山を取り巻く環境は非常に厳しい状況にある。長引く景気の低迷、事業の再編、生産体制の集約化等、鉱山
経営を巡る環境は年々厳しさを増している。
   また、大規模な災害を発生してきた坑内掘の石炭鉱山、金属鉱山は激減しており、鉱山の規模についても、鉱山労働
者五十人未満の鉱山は、稼行鉱山全体の九割、鉱山労働者十人未満の鉱山にあっては全体の五割となっている。
 　このような状況を踏まえ、中央鉱山保安協議会（以下「中央協議会」という。）において、「鉱山保安行政の今後の在り
方」について審議中であるが、鉱山における保安対策に多少とも緩みが生ずることのないように、ここに鉱業労働災害防
止のための主要な対策に関する事項を示すものとする。

   鉱山保安は、人命尊重を基本理念とし、鉱山災害の根絶を図ることをその最終目標とするものである。
　 鉱山災害の防止に関しては、昭和二十四年の鉱山保安法施行以来、各般にわたる保安確保対策を積極的に推進し
てきたところであり、関係者の努力とあいまって、災害の発生件数、災害率ともに中長期的には減少してきた。
　　しかし、平成になってからは、鉱山災害が下げ止まり傾向となってきている中で、平成十七年四月、鉱業権者（租鉱権
者を含む。以下同じ。）自らが鉱山の保安上の危険を把握し、それに対応する保安措置を講じるとともに、随時その見直
しを行う、いわゆるリスクマネジメントの導入等を柱とする改正鉱山保安法を施行した。
   現在、各鉱山においては、リスクマネジメントへの取組がなされ、国、鉱業労働災害防止協会、業界団体等において
は、新制度の円滑な導入・定着が図られるよう、リスクマネジメント研修や災害事例の水平展開等が活発に実施されてい
るところであり、自主保安の徹底、保安意識の高揚等により、鉱山災害の未然防止につながっていくものと考えられる。
   近年の鉱山災害を分析すると、事由別では、「運搬装置のため」、「墜落」、「取扱中の器材鉱物等のため」、「転倒」と
いう四つの事由が全災害の四分の三を占めている。作業別では、全災害の四分の三が単独作業時、また、三分の一が
保全・清掃の作業時において発生している。
　このような災害の状況を踏まえ、災害の発生を防止するため、リスクマネジメントへの取組を引き続き推進し、災害防止
において、鉱業が他の産業の模範となるべく、関係者の努力を継続・強化するとともに、一歩誤れば重大災害等に直結
する露天掘採場の残壁や坑内構造、粉じん防止対策を含む作業環境の整備等の基盤的な保安対策にいささかも緩み
が生ずることのないよう、ここに鉱業労働災害防止のための主要な対策に関する事項を示すものとする。

１　計画の期間
　  この計画は、平成十五年度を初年度とし、平成十九年度を目標年度とする五か年間の計画とする。ただし、この計画
期間中に特別の事情が生じた場合は、必要に応じ計画の見直しを行うものとする。

１　計画の期間
     この計画は、平成二十年度を初年度とし、平成二十四年度を目標年度とする五か年間の計画とする。ただし、この計
画期間中に特別の事情が生じた場合は、必要に応じ計画の見直しを行うものとする。

２　計画の目標
　  鉱山災害を撲滅させることを目標とする。

２　計画の目標
　  鉱山災害を撲滅させることを目標とする。

３　鉱山災害防止のための主要な対策事項
　  鉱山災害の防止、根絶という目標を達成するためには、人命尊重を基本理念とし、保安の確保をすべてに優先させる
考え方を鉱業権者及び租鉱権者（以下「鉱業権者」という。）、保安統括者及び保安技術職員等の鉱山労働者並びに国
等鉱業に関係するすべての者が共に保持し、一丸となって保安の確保に努力することが不可欠である。

　  このような考え方に基づき、保安意識の高揚及びその不断の維持並びに長期的観点に立った保安確保対策の推進
を図るため、以下の諸対策を推進するものとする。
　  特に、石炭鉱山においては、自然発火など、一歩誤れば重大災害に直結しかねない状況下での採掘が主であり、石
灰石鉱山、金属・非金属鉱山においては、取扱中の器材鉱物等、墜落及び運搬装置等による災害が頻発していることに
より、中央協議会の見直し結果等を踏まえた新たな自主保安体制の確立、保安教育・保安管理体制の見直し整備等各
般の保安対策について一層の強化を図るものとする。
　  また、鉱業権者は、本計画に定める主要な対策に関する事項に即し、鉱山別の具体的展開として、毎年度、総合的な
保安計画を作成し、その厳格な実行に努めるものとする。
　  なお、事業の大幅な合理化を行うに当たっては、必要となる保安上の措置について計画を作成し、その厳格な実行に
努めるものとする。

３　鉱山災害防止のための主要な対策事項
    鉱山災害の根絶という最終目標を達成するためには、人命尊重を基本理念とし、保安の確保をすべてに優先させる
考え方を、鉱業権者、保安統括者等保安管理体制を構成するものを含む全鉱山労働者、国等鉱業に関係するすべての
者が共に保持し、一丸となって保安の確保に努力することが不可欠である。
    また、より高い次元での保安を確保し鉱山災害を撲滅させるためには、リスクマネジメントシステムの構築が重要であ
り、その保安活動には鉱業権者、保安統括者等トップの強いリーダーシップとともに鉱山労働者のより一層の関与が不
可欠である。
   このような考え方に基づき、保安意識の高揚及びその不断の維持並びに長期的観点に立った保安確保対策の推進を
図るため、以下の諸対策を推進するものとする。

   また、鉱業権者は、本計画に定める主要な対策に関する事項に即し、鉱山別の具体的展開として、毎年度、総合的な
施設の改善計画、労務計画等を含む保安計画を作成し、その厳格な実行に努めるものとする。

　　一　自主保安の徹底
　　　　 鉱業権者は、自らが鉱山における保安の確保を図る責務を有するとの自覚の下に、また、鉱山労働者は、自らも
保安の確保の一翼を担うものであるとの自覚の下に、次の点にそれぞれ留意し、自主保安の徹底を図るものとする。

　　一　自主保安の徹底
　　　　鉱業権者は、自らが鉱山における保安の確保を図る責務を有するとの自覚の下に、また、鉱山労働者は、自らも
保安の確保の一翼を担うものであるとの自覚の下に、次の点にそれぞれ留意し、自主保安の徹底を図るものとする。

鉱業労働災害防止計画新旧表（第１０次と第１１次計画）
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第１０次鉱業労働災害防止計画（平成１５年度～１９年度） 第１１次鉱業労働災害防止計画

　　イ　鉱業権者は、保安の最高責任者としての自覚をもって、保安管理機構の充実、特に職務範囲、指揮命令系統の
明確化及び鉱山労働者個々人の心身機能等を踏まえた人員の配置を図るとともに、保安規程、作業基準等の見直しを
随時行い、労働安全衛生マネジメントシステムの導入等新たな自主保安体制の確立に努めること。
　　　また、災害が発生した場合には、その災害の原因等について多角的な分析を行い、以後の保安確保対策に役立て
ること。

　　　イ　鉱業権者
　　　　　鉱業権者は、保安の最高責任者としての自覚をもって、保安管理体制の充実、特に職務範囲、指揮命令系統の
明確化及び鉱山労働者個々知識、技能等を踏まえた人員の配置を図ること。
　　　　　また、鉱山の現況調査、規模、操業状況等を考慮し、鉱山災害の未然防止のためのターゲット（目標）を定め、危
険予知活動、ヒヤリハット報告活動等を活用した各鉱山の実情に即したリスクマネジメントシステムの構築による新たな
自主保安体制の確立を図ること。

　　ロ　保安統括者及び保安技術職員は、鉱山における保安管理機構の中核として、それぞれの責任と権限に基づき、
常に現場の保安状況を把握し、その職責の十分な遂行に努めること。

　　　ロ　保安管理体制を構成する者
　　　　　保安統括者、保安管理者及び作業監督者等の保安管理体制を構成する者は、鉱山における保安管理体制の中
核として、それぞれの責任と権限に基づき、常に現場の保安状況を把握し、その職責の十分な遂行に努めること。

　　ハ　鉱山労働者は、鉱山保安法等の法令の遵守にとどまらず保安の確保のために整理整頓等作業環境の整備に積
極的に努めること。

      ハ　鉱山労働者
            鉱山労働者は、鉱山保安法等の法令の遵守にとどまらず、積極的に保安活動に参画し、自らの知見やノウハ
ウ、経験を保安規程及び作業手順の作成等に反映するように努めること。

　　ニ　上記鉱山関係者は、保安委員会制度等を積極的に活用して常に保安確保に関する検討と評価を行い、これに改
善を加えること。

（削除）

　二　保安意識の高揚
　　   保安の確保は、どのように保安管理機構、保安施設が整備されていようとも、　実際に作業に従事する鉱山労働者
が保安意識を高め、不安全状態及び不安全行為の発見、排除に努めるのでなければ、期し難い。
　　  鉱業権者は、次の点に留意し、新たな自主保安体制の確立、鉱山労働者の保安意識の高揚、保安に関する知識、
技能の向上を図るものとする。

　　二　保安意識の高揚
　　　　 保安の確保は、保安管理体制及び保安施設の整備のみならず、実際に作業に従事する鉱山労働者が、保安意
識をもって不安全な状態及び不安全な行動の発見、排除に努めることが重要である。
　　　　 鉱業権者は、次の点に留意し、新たな自主保安体制の確立、鉱山労働者の保安意識の高揚、保安に関する知
識、技能の向上を図るものとする。

　　イ　鉱業権者は、鉱山労働者の保安意識を高揚させるため、各鉱山においてそれぞれの実情に即した保安運動を積
極的に実施すること。

　　　イ　保安活動の積極的な実施
　　　　　鉱業権者は、鉱山労働者の保安意識を高揚させるため、各鉱山の実情に即した保安を推進するための活動を
積極的に実施すること。

　　ロ　鉱業権者は、鉱山労働者の資質を一層向上させるため、その職務の種類、年齢等に応じた保安教育を計画的に
実施すること。特に、係員及び危険業務に就く者に対し再教育の実施、新技術教育、災害事例教育、危険予知訓練等の
保安教育を重点的に行うこと。

　　　ロ　保安教育の計画的な実施
　　　　　 鉱業権者は、鉱山労働者の資質を一層向上させるため、その職務の種類、年齢等に応じた保安教育を計画的
に実施すること。特に、作業監督者に選任するための資格については、計画的にその取得に努めること。

　　ハ　鉱業権者は、災害発生時の被害を最小限にとどめるため、退避訓練、救護訓練の強化を図ること。
       ハ　有効な退避訓練等の実施
             鉱業権者は、災害発生時の被害を最小限にとどめるため、有効な退避訓練、救護訓練の実施に努めること。

四　露天採掘場の保安対策の強化
　　イ　残壁対策の強化
　　　   鉱業権者は、石灰石鉱山等の露天掘採場における長大残壁について計画的な地質調査、安定解析及び計測管
理等に努め、適切な採掘切羽を設定するとともに、残壁の安定化を図ることにより、鉱山災害の防止に努めるものとす
る。

    三　露天掘採場の残壁対策
         鉱業権者は、石灰石鉱山等の露天掘採場における長大残壁について計画的な地質調査、安定解析及び計測管
理等に努め、適切な採掘切羽を設定するとともに、残壁の安定化を図ることにより、鉱山災害の防止に努めるものとす
る。

　　ロ　運搬に係る災害防止対策の強化
　　　   鉱業権者は、運搬に係る災害を防止するため、自動車及び車両系鉱山機械の大型化等の実情に即して、鉱山道
路の整備、転落防止施設の設置、運転者等に対する保安教育の実施等総合的な保安対策を推進するものとする。

（削除）

　三　坑内構造の整備
　　   各鉱山の坑内構造をその自然条件に対応した合理的なものとすることは、保安の確保、特に重大災害の防止上不
可欠の要件である。したがって、鉱業権者は、各鉱山の坑内構造の整備に努めるとともに、災害発生時の被害を最小限
にとどめるため、所要の保安施設の整備に努めるものとする。
　　  特に、石炭鉱山については、重大災害の要因となる自然発火等の発生を防止するため、引き続き、自然条件の先
行的把握、不要坑道の早期かつ適切な密閉　処置等を行うとともに、非常時の退避マニュアル、集中監視装置等を活用
した　退避システムの整備及び鉱山関係者への徹底を図るものとする。

　　四　坑内構造の整備
　　　　 各鉱山の坑内構造をその自然条件に対応した合理的なものとすることは、保安の確保、特に重大災害の防止上
不可欠の要件である。したがって、鉱業権者は、各鉱山の坑内構造の整備に努めるとともに、災害発生時の被害を最小
限にとどめるため、所要の保安施設の整備に努めるものとする。
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　五　作業環境の整備
　　    鉱業権者は、粉じん防止、坑内におけるディーゼル排ガスの有害成分の排出抑制、坑内温度調節、坑内照明の改
善等作業環境の整備に積極的に努めるものとする
　　    特に、粉じん防止対策については、粉じん濃度測定の着実な実施等により坑内外を通じた作業環境改善対策の一
層の推進に努めるものとする。

　　五　作業環境の整備
　　　イ　作業環境の整備
　　　　　 鉱業権者は、粉じん防止、坑内におけるディーゼル排出ガスの有害成分の排出抑制、坑内温度調節、坑内照
明の改善等作業環境の整備に積極的に努めるものとする。
　　　　  特に、粉じん防止対策については、粉じん濃度測定及び評価の着実な実施等により坑内外を通じた作業環境改
善対策の一層の推進に努めるものとする。また、鉱山労働者の呼吸負担も考慮した電動ファン付き呼吸用保護具等有
効な保護具の着用を推進するものとする。
　　　ロ　作業場の整備
　　　　　 鉱業権者は、選鉱場、製錬場等の作業場における「運搬装置のため」、「墜落」、「取扱中の器材鉱物等のた
め」、「転倒」等による災害を防止するため、機械・装置の保安設備、通路等の整備に努めるものとする。

　七　保安技術対策の推進
　　    掘採条件の悪化、生産技術の進歩等に対応して保安技術を不断に向上させ、　かつ、その成果を実地に適用する
ことは、保安確保上不可欠の要件である。このため、産学官が連携を図り、保安技術対策を推進するものとする。

    六　保安技術対策の推進
          掘採条件の悪化、生産技術の進歩等に対応して保安技術を不断に向上させ、かつ、その成果を実地に適用する
ことは、 保安確保上不可欠の要件である。このため、産学官が連携を図り、保安技術の向上に努め、また、鉱山保安協
議会等を活用し保安技術対策を推進するものとする。

　六　新たな視点からの保安対策 （削除）

　　イ　鉱山における保安の状況は、従来から比較すると格段に改善されてきているが、最近の災害を分析すると比較的
年齢の高い者、単独作業に従事する者がり災する傾向にある。
　　　かかる観点から、鉱山においては、各年齢層ごとの経験・心身機能等を配慮しつつ、自主保安の原点に立ち返り、
鉱業権者・鉱山労働者によるヒヤリハットの自己分析、危険予知訓練等の保安対策の確実な履行、その成果について鉱
業権者が評価・改善するとともに、機械・システムについては、エラーが発生してもすぐに事故につながらないようにする
フェイル・セーフ並びに新たな自主保安体制の確立に努めるものとする。

（削除）

　　ロ　外国人労働者の就労に伴い、鉱業権者は外国人鉱山労働者に配慮した災害防止対策を図るものとする。このた
め、外国人鉱山労働者に対する保安教育等の一層の推進に努めるものとする。なお、炭鉱技術海外移転五ヶ年計画に
基づく研修事業を実施する石炭鉱山においては、外国人研修生に配慮した災害防止対策を図るものとする。

　　七　外国人研修生に対する配慮
産炭国石炭産業高度化事業を実施する石炭鉱山においては、外国人研修生に配慮した災害防止対策を図るものとす
る。

　　ハ　鉱業権者は、請負作業者による災害を撲滅するため、非定常作業に携わる者を含めた鉱山全体での保安管理に
努めるものとする。

　　八　単独作業及び非定常作業に対する保安管理
鉱業権者は、請負作業者を含め、単独作業及び修理等の非定常作業に携わる者の災害を防止するため、鉱山全体で
の保安管理に努めるものとする。

　八　保安確保対策の推進
　　    経営基盤や技術基盤が弱く、災害率も高い鉱山における保安確保対策を重点的に推進するものとする。

（削除）

　　九　国における保安確保の取り組み
　　　　 国は、鉱山におけるリスクマネジメントの実施状況及びその有効性を確認するとともに、各鉱山の実情に即したリ
スクマネジメントシステムの構築を支援するため、鉱山労働者等を対象とした各種研修及び災害情報の水平展開等の充
実に取り組むものとする。
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第１０次鉱業労働災害防止計画（平成１５年度～１９年度） 第１１次鉱業労働災害防止計画
　九　鉱業労働災害防止協会の活動の充実
　　    鉱業労働災害防止協会は、民間における自主保安体制強化の活動の中核機関として、鉱業権者のニーズを踏ま
えた有効な保安教育、保安指導、広報等鉱山災害の防止のための活動を一層強力に実施するものとする。

    十　鉱業労働災害防止協会及び鉱業関係団体の活動の充実
         鉱業労働災害防止協会は、民間における自主保安体制強化の活動の中核機関として、鉱業権者のニーズを踏ま
えた有効な保安教育、保安指導、広報等鉱山災害の防止のための活動を一層強力に実施するものとする。また、鉱業
関係団体においても、鉱山災害防止の活動を積極的に実施するものとする。
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